
令和6年6月1日

１．基本料金（保険給付）

区分

要支援１ 479単位

要支援２ 596単位

要介護１ 645単位

要介護２ 715単位

要介護３ 787単位

要介護４ 856単位

要介護５ 926単位

看護体制加算Ⅲ 12単位/日

看護体制加算Ⅳ 23単位/日

医療連携強化加算 58単位/日

看取り連携体制加算 ６４単位/日

生活機能向上連携加算Ⅱ 100単位/月

個別機能訓練加算 56単位/日

認知症・心理症状緊急対応加算 200単位

若年性認知症受入加算 120単位

送迎加算（片道） 184単位

緊急短期入所受入加算 90単位

長期利用者に対する短期入所生活介護費 △30単位/日

口腔機能強化加算 ５０単位/回

療養食加算 8単位/食

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位/日

介護職員等処遇改善加算 Ⅰ
短期入所（介護予防）にかか
る総単位数×140/1000

※長期利用の適正化により、連続61日を超えて利用した場合は基本報酬が減算になります。

※人員及び勤務体制の配置変更により利用者様の負担額を変更致します。

※介護保険の給付額が変更された場合は、変更された額に合わせて利用者様の負担額を変更致します。

2．保険給付以外の利用料金

食費

入所者が選定する特別な食事

滞在費

日常生活費

行事費

洗濯代

※　所得段階が第1～3段階の方は、自己負担上限額(食費・滞在費)がございます。
※　その他、必要な経費が発生する場合には事前連絡の上別途ご請求致します。

１日　２２００円　（朝６５０円　昼７００円　夜８５０円）

実費

９１５円

２５０円

実費

６０円／１点

加算額

メディケアーならわ　利用料金表

1単位　袖ヶ浦市 10.55円

単位（１日当たり）

基本額

短期入所生活介護費
（多床室）
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